
６月未満 1 1 1.25 1.5
６月以上

　1年 1.5 （3.6a）
2 2 2 2.5 3 （4.5a）
3 3 3 3.75 4.5 （5.4a）
4 4 4 5 6 （5.4a）
5 5 5 6.25 7.5
6 6 6 7.5 9
7 7 7 8.75 10.5
8 8 8 10 12
9 9 9 11.25 13.5
10 10 10 12.5 15
11 13.875 16.65
12 12.2 12.2 15.25 18.3
13 13.3 13.3 16.625 19.95
14 14.4 14.4 18 21.6 
15 15.5 15.5 19.375 23.25
16 16.6 16.6 20.75 24.9
17 17.7 17.7 22.175 26.55
18 18.8 18.8 23.5 28.2
19 19.9 19.9 24.875 29.85
20 22.47 28.0875 28.0875 33.705
21 23.754 29.6925 29.6925 35.631
22 25.038 31.2975 31.2975 37.557
23 26.322 32.9025 32.9025 39.483
24 27.606 34.5075 34.5075 41.409
25 33.75 36.1125 43.335
26 35.25 37.7175 45.261
27 36.75 39.3225 47.187
28 38.25 40.9275 49.113
29 39.75 42.5325 51.039
30 41.25 44.1375 52.965
31 42.5 45.475 54.57
32 43.75 46.8125 56.175
33 45 48.15 57.78
34 46.25 49.4875 59.385
35 47.5 50.825 60.99
36 48.75
37 50
38 51.25
39 52.5
40 53.75
41 55
42 56.25
43 57.5
44 58.75
45 60

（注） は附則第２項による支給割合を示す。

（
２
０
年
未
満

）

（
２
５
年
未
満

）

        （1年未満2.7a）

業

　
務

　
外

　
傷

　
害

　
等

　〃
　〃

任

期

満

了

（
２
０
年
以
上
２
５
年
未
満

）

減
少
・
組
織
の
改
廃

1.25

〃

　〃

〃

　〃

　〃
　〃
　〃
　〃

　〃
　〃

0.6 1 1

10.64

1.8
2.4
3
4.5
5.25
6

11.1 11.1

第　　　　８　　　　条第　　　　７　　　　条
第　１　項　・　第　２　項

自

己

都

合

業

務

外

死

亡

（
２
０
年
以
上
２
５
年
未
満

）

（
２
５
年
以
上

）

業

務

外

死

亡

（
２
５
年
以
上

）

国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当支給割合一覧表

（
２
５
年
以
上

）

任

期

満

了

業

務

上

傷

病

業

務

上

死

亡

法

律

に

よ

る

組

織

の

改

廃

（
２
５
年
以
上

）

第　１　項　・　第　２　項

（平１６．４．１～）

勤

続

年

数

（
２
０
年
未
満

）

第２項
第　　６　　条

第　１　項
業

務

外

傷

病

経
営
上
又
は
業
務
上
に
よ
る
業
務

任

期

満

了

業

　
務

　
外

　
死

　
亡

15.92

13.28
14.16

自

己

都

合

（
２
５
年
未
満

）

11.52
12.4

8.88
9.76

0

6.75
7.5

1.2

15.04

23.4
24.6
25.8

（
２
０
年
以
上
は
６
条
１
項

）

21
22.2



６月未満 1 1 1.25 1.5
６月以上

　1年 1.5 （3.6a）
2 2 2 2.5 3 （4.5a）
3 3 3 3.75 4.5 （5.4a）
4 4 4 5 6 （5.4a）
5 5 5 6.25 7.5
6 6 6 7.5 9
7 7 7 8.75 10.5
8 8 8 10 12
9 9 9 11.25 13.5
10 10 10 12.5 15
11 13.875 16.65
12 12.2 12.2 15.25 18.3
13 13.3 13.3 16.625 19.95
14 14.4 14.4 18 21.6 
15 15.5 15.5 19.375 23.25
16 16.6 16.6 20.75 24.9
17 17.7 17.7 22.175 26.55
18 18.8 18.8 23.5 28.2
19 19.9 19.9 24.875 29.85
20 21.84 27.3 27.3 32.76
21 23.088 28.86 28.86 34.632
22 24.336 30.42 30.42 36.504
23 25.584 31.98 31.98 38.376
24 26.832 33.54 33.54 40.248
25 33.75 35.1 42.12
26 35.25 36.66 43.992
27 36.75 38.22 45.864
28 38.25 39.78 47.736
29 39.75 41.34 49.608
30 41.25 42.9 51.48
31 42.5 44.2 53.04
32 43.75 45.5 54.6
33 45 46.8 56.16
34 46.25 48.1 57.72
35 47.5 49.4 59.28
36 48.75
37 50
38 51.25
39 52.5
40 53.75
41 55
42 56.25
43 57.5
44 58.75
45 59.28

（注） は附則第２項による支給割合を示す。

国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当支給割合一覧表
（平１６．１０．１～）

勤

続

年

数

第　　６　　条 第　　　　７　　　　条 第　　　　８　　　　条
第　１　項　・　第　２　項 第　１　項　・　第　２　項

自

己

都

合

（
２
５
年
未
満

）

自

己

都

合

（
２
５
年
以
上

）

経
営
上
又
は
業
務
上
に
よ
る
業
務

減
少
・
組
織
の
改
廃

業

務

外

傷

病

（
２
５
年
以
上

）

第２項 第　１　項

4.5
5.25
6

任

期

満

了

（
２
０
年
未
満

）

業

　
務

　
外

　
死

　
亡

（
２
０
年
未
満

）

業

　
務

　
外

　
傷

　
害

　
等

（
２
５
年
未
満

）

業

務

上

死

亡

（
２
０
年
以
上
は
６
条
１
項

）

23.4
24.6
25.8

9.76
10.64
11.52
12.4
13.28
14.16

11.111.1

6.75
7.5
8.88

（
２
５
年
以
上

）

0

0.6 1 1 1.25
        （1年未満2.7a）

法

律

に

よ

る

組

織

の

改

廃

任

期

満

了

（
２
５
年
以
上

）

任

期

満

了

（
２
０
年
以
上
２
５
年
未
満

）

業

務

外

死

亡

業

務

外

死

亡

（
２
０
年
以
上
２
５
年
未
満

）

業

務

上

傷

病

1.2
1.8
2.4
3

〃 　〃

15.04
15.92

21
22.2

　〃
　〃
　〃
　〃

　〃
　〃
　〃
　〃
　〃



（平１８．４．１～）

６月未満 0 1 1.25 1.5
６月以上  （1年未満2.7a）

　1年 1.5 （3.6a）
2 2 2 2.5 3 （4.5a）
3 3 3 3.75 4.5 （5.4a）
4 4 4 5 6 （5.4a）
5 5 5 6.25 7.5
6 6 6 7.5 9
7 7 7 8.75 10.5
8 8 8 10 12
9 9 9 11.25 13.5
10 10 10 12.5 15
11 13.875 16.65
12 12.2 15.25 18.3
13 13.3 16.625 19.95
14 14.4 18 21.6 
15 15.5 19.375 23.25
16 17.1 21.375 24.9
17 18.7 23.375 26.55
18 20.3 25.375 28.2
19 21.9 27.375 29.85
20 24.44 30.55 32.76
21 26.52 32.63 34.476
22 28.6 34.71 36.192
23 30.68 36.79 37.908
24 32.76 38.87 39.624
25 34.84 41.34
26 36.504 43.212
27 38.168 45.084
28 39.832 46.956
29 41.496 48.828
30 43.16 50.7
31 44.408 52.572
32 45.656 54.444
33 46.904 56.316
34 48.152 58.188
35 49.4 59.28
36 49.4
37 49.9
38 51.1
39 52.3
40 53.5
41 54.7
42 55.9
43 57.1
44 58.3
45 59.28

（注） 1． は附則第２項による割合を示す。
２． （ ）内は「退職手当の額」の最低保障の支給割合である。
３． aは基本給月額を示す。（基本給月額とは、基本給と基本給の調整額との合計額をいう。）

国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当の基本額支給割合一覧表

勤

続

年

数

第　６　条
第　７　条 第　８　条

第２項 第　１　項
自

己

都

合

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

（
１
１
年
未
満

）

業

　
務

　
外

　
傷

　
病

経
営
上
又
は
業
務
上
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
る
解
雇

（
２
５
年
未
満

）

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

（
１
１
年
以
上
２
５
年
未
満

）

業

務

上

傷

病

（
２
５
年
以
上

）

0

0.6 1 1 1.25

業

務

上

死

亡

法
律
に
よ
る
組
織
の
改
廃
に
伴
う

解
雇

経
営
上
又
は
業
務
上
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
る
解
雇

（
２
５
年
以
上

）

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

1.2
1.8
2.4
3
3.6
4.2
4.8
5.4
6
8.88 11.1
9.76
10.64
11.52
12.4
15.39
16.83
18.27
19.71

（
２
０
年
以
上
は
６
条
１
項

）

23.5
25.5
27.5
29.5
31.5
33.5
35.1
36.7
38.3
39.9
41.5
42.7
43.9
45.1
46.3
47.5
48.7 　〃
49.9 　〃
51.1 　〃
52.3 　〃
53.5 　〃

58.3 　〃
59.28 　〃

54.7 　〃
55.9 　〃
57.1 　〃



（平２５．１．１～）

６月未満 0
６月以上  （1年未満2.7a）

　1年 （3.6a）
2 （4.5a）
3 （5.4a）
4 （5.4a）
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

（注） 1．

２． （　）内は「退職手当の額」の最低保障の支給割合である。
３． aは基本給月額を示す。（基本給月額とは、基本給と基本給の調整額（加給金額を含む。）、

扶養手当の月額及び地域手当の月額との合計額をいう。）

32.83
34.398
35.966
37.534

55.86
55.86

46.55

38.955
40.719
42.483
44.247
46.011

41.846
43.022

39.102
40.67

　〃

50.078
51.254
52.43

27.636

10.29
11.76
13.23
14.7
16.317
17.934

附則（平成１６年４月１４日施行）第２項から第５項まで及び附則（平成２５年１月１日施行）第２
項による割合を示す。

47.775
49.539
51.303
53.067

29.253
30.87
32.487
34.104
35.721
37.338

32.7075
34.6675
36.6275

44.198
45.374

21.462

1.47
2.94
4.41
5.88
7.35
8.82

20.9475
22.9075

2.45
3.675
4.9
6.125
7.35

11.025

8.575
9.8

19.551
21.168
22.785
24.402
26.019

24.8675
26.8275
28.7875
30.7475

12.25
13.5975
14.945
16.2925
17.64
18.9875

28.91
30.87

13.034
14.112
15.19
16.758
18.326
19.894

5.88
6.86
7.84
8.82
9.8

11.956
10.878

23.03
24.99
26.95

7.84
8.82
9.8

0.98

0.98

1.96
2.94
3.92
4.9

55.86 　〃
55.86 　〃

0.98

1.96
2.94
3.92
4.9
5.88

53.606 　〃
54.782 　〃
55.86 　〃

53.606
54.782
55.86

50.078 　〃
51.254 　〃
52.43

45.374
46.55
47.726 　〃
48.902 　〃48.902

47.726

54.831
55.86

37.534
39.102
40.67
41.846
43.022
44.198

19.3158

（
２
０
年
以
上
は
６
条
１
項

）

23.03
24.99
26.95
28.91
30.87
32.83
34.398
35.966

10.4272
11.2896
12.152
15.0822
16.4934
17.9046

4.704
5.292
5.88
8.7024
9.5648

1.176
1.764
2.352
2.94
3.528
4.116

0

0.588 1.225

6.86

1.225

（
２
５
年
以
上

）

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

（
２
５
年
以
上

）

業

　
務

　
外

　
傷

　
病

経
営
上
又
は
業
務
上
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
る
解
雇

（
２
５
年
未
満

）

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

（
１
１
年
以
上
２
５
年
未
満

）

業

務

上

傷

病
1.47

国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当の基本額支給割合一覧表

勤

続

年

数

第　６　条
第　７　条 第　８　条

第２項 第　１　項
自

己

都

合

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

（
１
１
年
未
満

）

業

務

上

死

亡

法
律
に
よ
る
組
織
の
改
廃
に
伴
う

解
雇

経
営
上
又
は
業
務
上
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
る
解
雇



（平２５．１０．１～）

６月未満 0
６月以上  （1年未満2.7a）

　1年 （3.6a）
2 （4.5a）
3 （5.4a）
4 （5.4a）
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

（注） 1．

２． （　）内は「退職手当の額」の最低保障の支給割合である。
３． aは基本給月額を示す。（基本給月額とは、基本給と基本給の調整額（加給金額を含む。）、

扶養手当の月額及び地域手当の月額との合計額をいう。）

附則（平成１６年４月１４日施行）第２項から第５項まで及び附則（平成２５年１月１日施行）第２
項による割合を示す。

52.44 52.44 　〃
52.44 52.44 　〃

51.428 51.428 　〃
52.44 52.44 　〃

49.22 49.22 　〃
50.324 50.324 　〃

47.012 47.012 　〃
48.116 48.116 　〃

44.804 44.804 　〃
45.908 45.908 　〃

42.596 42.596 51.474
43.7 43.7 52.44

40.388 40.388 48.162
41.492 41.492 49.818

38.18 38.18 44.85
39.284 39.284 46.506

35.236 35.236 41.538
36.708 36.708 43.194

32.292 32.292 38.226
33.764 33.764 39.882

（
２
０
年
以
上
は
６
条
１
項

）

21.62 21.62 27.025 28.98
23.46 23.46 28.865 30.498
25.3

28.98 28.98 34.385 35.052
30.82 30.82 36.57

25.3 30.705 32.016
27.14 27.14 32.545 33.534

16.8084 18.676 23.345 25.944
18.1332 20.148 25.185 27.462

14.1588 15.732 19.665 22.908
15.4836 17.204 21.505 24.426

10.5984 13.248 16.56 19.872
11.408 14.26 17.825 21.39

8.9792 11.224 14.03 16.836
9.7888 12.236 15.295 18.354

5.52 9.2 9.2 11.5 13.8
8.1696 10.212 12.765 15.318

4.416 7.36 7.36 9.2 11.04
4.968 8.28 8.28 10.35 12.42

3.312 5.52 5.52 6.9 8.28
3.864 6.44 6.44 8.05 9.66

2.208 3.68 3.68 4.6 5.52
2.76 4.6 4.6 5.75 6.9

1.104 1.84 1.84 2.3 2.76
1.656 2.76 2.76 3.45 4.14

0 0.92 1.15 1.38

0.552 0.92 0.92 1.15
1.38

国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当の基本額支給割合一覧表

勤

続

年

数

第　６　条
第　７　条 第　８　条

第２項 第　１　項
自

己

都

合

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

（
１
１
年
未
満

）

業

務

上

死

亡

法
律
に
よ
る
組
織
の
改
廃
に
伴
う

解
雇

経
営
上
又
は
業
務
上
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
る
解
雇

（
２
５
年
以
上

）

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

（
２
５
年
以
上

）

業

　
務

　
外

　
傷

　
病

経
営
上
又
は
業
務
上
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
る
解
雇

（
２
５
年
未
満

）

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

（
１
１
年
以
上
２
５
年
未
満

）

業

務

上

傷

病



（平２５．１１．１～）

６月未満 0
６月以上  （1年未満2.7a）

　1年 （3.6a）
2 （4.5a）
3 （5.4a）
4 （5.4a）
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

（注） 1．

２． （　）内は「退職手当の額」の最低保障の支給割合である。
３． aは基本給月額を示す。（基本給月額とは、基本給と基本給の調整額（加給金額を含む。）、

扶養手当の月額及び地域手当の月額との合計額をいう。）

国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当の基本額支給割合一覧表

勤

続

年

数

第　６　条
第　７　条 第　８　条

第２項 第　１　項
自

己

都

合
0 0.92 1.38

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

（
１
１
年
未
満

）

業

　
務

　
外

　
傷

　
病

0.552 0.92 0.92
1.38

1.104 1.84 1.84 2.76
1.656 2.76 2.76 4.14
2.208 3.68 3.68 5.52
2.76 4.6 4.6 6.9
3.312 5.52 5.52 8.28
3.864 6.44 6.44 9.66
4.416 7.36 7.36 11.04
4.968 8.28 8.28 12.42
5.52 9.2 9.2 13.8
8.1696 10.212 12.765 15.318
8.9792 11.224 14.03 16.836
9.7888 12.236 15.295 18.354
10.5984 13.248 16.56 19.872
11.408 14.26 17.825 21.39
14.1588 15.732 19.665 22.908
15.4836 17.204 21.505 24.426
16.8084 18.676 23.345 25.944
18.1332 20.148 25.185 27.462

（
２
０
年
以
上
は
６
条
１
項

）

21.62 21.62 27.025 28.98
23.46 23.46 28.865 30.498
25.3 25.3 30.705 32.016
27.14 27.14 32.545 33.534
28.98 28.98 34.385 35.052
30.82 30.82 36.57
32.292 32.292 38.226
33.764 33.764 39.882
35.236 35.236 41.538
36.708 36.708 43.194
38.18 38.18 44.85
39.284 39.284 46.506
40.388 40.388 48.162
41.492 41.492 49.818
42.596 42.596 51.474

　〃
49.22 49.22 　〃

43.7 43.7 52.44
44.804 44.804 　〃
45.908 45.908 　〃

附則（平成１６年４月１４日施行）第２項から第５項まで及び附則（平成２５年１月１日施行）第２
項による割合を示す。

（
１

１

年

以

上

２

５

年

未

満

）

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

経
営
上
又
は
業
務
上
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
る
解
雇
・
業
務
上
死

亡
・
業
務
上
傷
病

（

２

５

年

以

上

）

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

52.44 52.44 　〃

50.324 50.324 　〃

52.44 52.44 　〃

52.44 52.44 　〃

47.012 47.012 　〃

51.428 51.428 　〃

48.116 48.116



（平２６．７．１～）

６月未満 0
６月以上  （1年未満2.7a）

　1年 （3.6a）
2 （4.5a）
3 （5.4a）
4 （5.4a）
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

（注） 1．

２． （　）内は「退職手当の額」の最低保障の支給割合である。
３． aは基本給月額を示す。（基本給月額とは、基本給と基本給の調整額（加給金額を含む。）、

扶養手当の月額及び地域手当の月額との合計額をいう。）

49.59 49.59 　〃

附則（平成１６年４月１４日施行）第２項から第５項まで及び附則（平成２５年１月１日施行）第２
項による割合を示す。

49.59 49.59 　〃
49.59 49.59 　〃

47.589 47.589 　〃
48.633 48.633 　〃

45.501 45.501 　〃
46.545 46.545 　〃

43.413 43.413 　〃
44.457 44.457 　〃

41.325 41.325 49.59
42.369 42.369 　〃

39.237 39.237 47.1105
40.281 40.281 48.6765

37.149 37.149 43.9785
38.193 38.193 45.5445

27.405 27.405 33.147

34.713 34.713 40.8465
36.105 36.105 42.4125

31.929 31.929 37.7145
33.321 33.321 39.2805

（
２
０
年
以
上
は
６
条
１
項

）

20.445 20.445 27.405
22.185 22.185 28.8405
23.925 23.925 30.276

25.55625
27.29625
29.03625

29.145 29.145 34.5825
32.51625

30.537 30.537 36.1485

25.665 25.665 31.711530.77625

15.8949 17.661 24.534
17.1477 19.053 25.9695

22.07625
23.81625

13.3893 14.877 21.663
14.6421 16.269 23.0985

18.59625
20.33625

10.0224 12.528 15.66 18.792
10.788 13.485 20.227516.85625

8.4912 10.614 13.2675 15.921
9.2568 11.571 17.356514.46375

5.22 8.7 8.7 13.05
7.7256 9.657 14.485512.07125

4.176 6.96 6.96 10.44
4.698 7.83 7.83 11.745

3.132 5.22 5.22 7.83
3.654 6.09 6.09 9.135

2.088 3.48 3.48 5.22
2.61 4.35 4.35 6.525

2.61
1.566 2.61 2.61 3.915

1.305

自

己

都

合

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

（
１
１
年
未
満

）

0.522 0.87 0.87
1.305

経
営
上
又
は
業
務
上
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
る
解
雇
・
業
務
上
死

亡
・
業
務
上
傷
病

（
１

１

年

以

上

２

５

年

未

満

）

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡
0 0.87

1.044 1.74 1.74

（

２

５

年

以

上

）

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当の基本額支給割合一覧表

勤

続

年

数

第　６　条
第　７　条 第　８　条

業

　
務

　
外

　
傷

　
病

第２項 第　１　項



（平３０．１．１～）

６月未満
６月以上  （1年未満2.7a）

　1年 （3.6a）
2 （4.5a）
3 （5.4a）
4 （5.4a）
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

（注） 1．
２． （　）内は「退職手当の額」の最低保障の支給割合である。
３． aは基本給月額を示す。（基本給月額とは、基本給と基本給の調整額（加給金額を含む。）、

扶養手当の月額及び地域手当の月額との合計額をいう。）

国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当の基本額支給割合一覧表

勤

続

年

数

第　６　条
第　７　条 第　８　条

第２項 第　１　項
自

己

都

合

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

（
１
１
年
未
満

）

業

　
務

　
外

　
傷

　
病

（
１

１

年

以

上

２

５

年

未

満

）

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡

経
営
上
又
は
業
務
上
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
る
解
雇
・
業
務
上
死

亡
・
業
務
上
傷
病

（

２

５

年

以

上

）

期

間

満

了

・

業

務

外

死

亡
0 0.837 1.2555

0.5022 0.837 0.837
1.2555

1.0044 1.674 1.674 2.511
1.5066 2.511 2.511 3.7665
2.0088 3.348 3.348 5.022
2.511 4.185 4.185 6.2775
3.0132 5.022 5.022 7.533
3.5154 5.859 5.859 8.7885
4.0176 6.696 6.696 10.044
4.5198 7.533 7.533 11.2995
5.022 8.37 8.37 12.555
7.43256 9.2907 11.613375 13.93605
8.16912 10.2114 15.3171
8.90568 11.1321 13.915125 16.69815
9.64224 12.0528 18.0792
10.3788 12.9735 16.216875 19.46025
12.88143 14.3127 17.890875 20.8413
14.08671 15.6519 19.564875 22.22235
15.29199 16.9911 21.238875 23.6034
16.49727 18.3303 22.912875 24.98445

（
２
０
年
以
上
は
６
条
１
項

）

19.6695 19.6695 24.586875 26.3655
21.3435 21.3435 26.260875 27.74655
23.0175 23.0175 27.934875 29.1276
24.6915 24.6915 29.608875 30.50865
26.3655 26.3655 31.282875 31.8897
28.0395 28.0395 33.27075
29.3787 29.3787 34.77735
30.7179 30.7179 36.28395
32.0571 32.0571 37.79055
33.3963 33.3963 39.29715
34.7355 34.7355 40.80375
35.7399 35.7399 42.31035
36.7443 36.7443 43.81695
37.7487 37.7487 45.32355
38.7531 38.7531 46.83015
39.7575 39.7575 47.709
40.7619 40.7619 　〃
41.7663 41.7663 　〃
42.7707 42.7707 　〃

47.709 47.709 　〃

43.7751 43.7751 　〃
44.7795 44.7795 　〃
45.7839 45.7839 　〃

47.709 47.709 　〃

附則（平成１６年４月１４日施行）第２項から第５項までによる割合を示す。

0

12.76425

15.066

46.7883 46.7883 　〃
47.709 47.709 　〃
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